
申  立  書  

 
札幌市   区保健福祉部長 

 
 
 私は現在、育児休業中ですが、認可保育所等の入所が内定した際には、入所日から 13 日 
                                                   

 
目※までには復職することを約束し、認可保育所等の入所申請をいたします。 
                                               
 
 なお、入所にあたり、育児休業期間終了日を繰り上げる必要がある場合は、育児休業を              

                                               
 
繰り上げたことが確認できる書類（就労証明書または育児休業証明書）を入所日の前日ま 
                                               
 

でに提出いたします。 

                                               
 

※ 認可保育所等は、原則祝日を除いた月～土曜日に開所しています。土曜日が閉所している認可保育

所等に入所する場合は土曜日を除いて 13 日目までに復職してください。なお、13 日目が勤務先の休

業日に当たる場合でも、育児休業は 12日目までの取得となります。 

 
 
 
 
 
 
 
 令和   年   月   日 
 
 
     住  所                           
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